
不動産売買にかかる諸費⽤の概略〈参考資料〉

 ※記載しているものは⼀例になります。

【諸費⽤⼀覧】

項⽬ 内容

仲介 仲介⼿数料

報酬

税⾦ 譲渡所得税

登録免許税

以下の登記に必要な費⽤
・抵当権や売主の表⽰に変更がある場合の各登記費⽤
・建物が登記されていない場合の表⽰登記、もしくは所有権保存
登記に必要な費⽤
・⼟地の実測や分筆がある場合の各登記費⽤

報酬 登記⼿続きを依頼する⼟地家屋調査⼠もしくは司法書⼠への報酬

登録免許税 ⼟地が農地で⾮農地証明する必要がある場合の各登記費⽤
また、上記許可後の地⽬変更登記をする場合の各登記費⽤
⼿続きを依頼する⾏政書⼠もしくは⼟地家屋調査⼠への報酬
物件の売却により利益が出たときの、譲渡所得税（別記２）
※利益が出ると収⼊に加算されるため次年度の税⾦や保険の⾦額
に影響する場合があります

※記載しているものは⼀例になります。物件によって、諸費⽤の内容や額等が異なります。

 不動産を売買する際に必要になる費⽤⼀覧です。なお、物件によって諸費⽤の内容や額が異な
ります。

農地

説明

契約 印紙税

売買契約書に必要な収⼊印紙代
※収⼊印紙代の詳細については国税庁のホームページをご覧くだ
さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
不動産会社に⽀払う仲介⼿数料（別記１）

登記

所有者⽤



（別記１）仲介⼿数料の算出⽅法

（別記２）譲渡所得税について
１ 課税⽅法

２ 計算⽅法

３ ⻑期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

 ⻑期譲渡所得：譲渡した年の１⽉１⽇において所有期間が５年を超えるもの
 短期譲渡所得：譲渡した年の１⽉１⽇において所有期間が５年以下のもの

●国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で⾏っています。
（WEB：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm）

2024.7.1〜

 （注意）「所有期間」とは、⼟地や建物の取得の⽇から引き続き所有していた期間を
  いいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続⼈や
  贈与者の取得した⽇から計算することになっています。

 ⼟地や建物を売った時の譲渡所得に対する税⾦は、事業所得や給与所得などの所得と分離（分
離課税）して、計算することになっています。

 譲渡所得は、⼟地や建物を売った⾦額から（１）取得費、（２）譲渡費⽤を差し引いて計算し
ます。
  （１）取得費とは、売った⼟地や建物を買い⼊れたときの購⼊代⾦や、購⼊⼿数料
     などの資産の取得に要した⾦額に、その後⽀出した改良費、設備費を加えた
     合計⾦額をいいます。
     なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算し
     ます。また、⼟地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が売買
     価格の5％よりも少ない場合は、売買価格の5%を取得費（概算取得費）とす
     ることができます。
  （２）譲渡費⽤とは、⼟地や建物を売るために⽀出した費⽤をいい、仲介⼿数料、
     測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家⼈などに⽀払った⽴退
     料、建物を取り壊して⼟地を売るときの取り壊し費⽤などです。

 ⼟地や建物を売った時の譲渡所得は、次のとおり所有期間によって⻑期譲渡所得と短期譲渡所
得の⼆つに区分し、税⾦の計算も別々に⾏います。

800万円を超える⾦額 100分の３ ＋ ６万円

 宅地建物取引業者が宅地、建物の売買、または交換の媒介に関して依頼者（売主、買主）から
受け取ることのできる報酬の額（税抜）は、次の表の⾦額以内となります。

800万円以下の⾦額 30万円


